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○永平寺町建設工事における週休２日実施要領 

令和７年８月１日 

告示第106号 

(趣旨) 

第１条 この要領は、永平寺町発注の建設工事において、受注者の働き方改革を進め担い

手確保を図るため、週休２日の普及・実現に向け、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要領で使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 完全週休２日工事 「土曜日及び日曜日に現場閉所を行ったと認められる状態」

とする。 

(２) 週休２日工事 「土曜日・日曜日に限定せず、毎週２日以上現場閉所を行ったと

認められる状態」とする。悪天候のため現場閉所している日も休日として取り扱う。 

(３) 現場閉所 「現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が

閉所される状態をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検作業等の現場管理上必要

な作業等を行う場合を除く。」とする。 

(４) 対象期間 工事に着手した日から工事完成日までの期間をいう。 

(５) 対象外の期間 工場制作のみ(現場で作業を行っていない)の期間、緊急的な対応

(関係機関の対応及び災害等)が必要な期間、その他、現場条件等により監督職員が対

象外と認めた期間は対象外とする。 

(対象工事) 

第３条 永平寺町発注の建設工事において、随意契約を除く原則全ての工事を対象とする。 

(実施方法) 

第４条 次の各号のいずれかの工事により実施する。 

(１) 完全週休２日工事 

入札公告及び設計図書に「完全週休２日の実施をする工事である」と明示し実施する

工事 

(２) 週休２日工事 

入札公告及び設計図書に「週休２日の実施をする工事である」と明示し実施する工事 

(発注方法) 

第５条 入札段階(入札公告及び設計図書)において、「完全週休２日工事」又は「週休２
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日工事」の対象である旨を明記する。 

２ 受注者は、契約後、発注者が指定する方法により対象とする全ての期間において、現

場閉所する旨を明記した施工計画書を監督職員に提出し、確認を受ける。 

(週休２日の積算方法) 

第６条 当初設計時において、単価等に設計図書に定める補正係数を乗じた積算を行う。 

２ 週休２日が達成できなかった場合には、前項の補正係数を乗じない単価等で減額変更

する。ただし、工事期間内(準備、後片付けを除く現場における稼働期間)の３割以内の

週で、週休２日の現場閉所が未実地となった場合でも、その代替日を工事期間内で受注

者が任意に選定し、現場閉所が実施できれば、「達成」とみなし、減額変更しない。 

(発注者及び受注者の責務) 

第７条 発注者(監督職員)は、適切な工期設定を行うとともに、受注者の工程管理に支障

をきたさないように、ワンデーレスポンスに努める。 

２ 受注者は下請企業に対し、週休２日の取組にあたり必要な事項について協力を求める。 

３ 受注者が月報に虚偽の記載を行う等、明らかに悪質な行為を行った場合には、永平寺

町工事等契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年永平寺町告示第37号)に基づく措置

等を行う。 

(工事成績評定) 

第８条 「完全週休２日工事」及び「週休２日工事」において、それぞれの方式で定義す

る週休２日を達成できた場合には、工事成績評定(工事成績評定を行わない工事を除く)

により評価を行う。 

２ いずれの方法による工事も、週休２日が達成できなかった場合であっても、工事成績

評定(工事成績評定を行わない工事を除く)は減点しない。 

(履行確認方法) 

第９条 発注者は、受注者が記載した月報等により、履行状況の確認を行う。 

(工事看板) 

第10条 受注者は、週休２日対象工事であることを、工事看板に明記すること。 

(その他) 

第11条 この要領に定めのない事項又はこの要領の規定により難い事項については、発注

者が必要に応じて別に定めるものとする。 

附 則 
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この告示は、公布の日から施行する。 

 


